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■
利
用
に
は
事
前
登
録
が
必
要
で
す

●
対
象
者

・
村
上
市
の
住
民
基
本
台
帳
に
記
録
さ
れ
て
い

る
人
ま
た
は
記
録
さ
れ
て
い
た
人

・
村
上
市
の
戸
籍
に
記
載
さ
れ
て
い
る
人
ま
た

は
記
載
さ
れ
て
い
た
人

●
対
象
と
な
る
証
明
書

・
住
民
票
の
写
し
（
消
除
さ
れ
た
住
民
票
を
含

む
）

・
住
民
票
記
載
事
項
証
明
書

・
戸
籍
の
附
票
の
写
し
（
除
か
れ
た
戸
籍
附
票

を
含
む
）

・
戸
籍
謄
本
、
抄
本
（
除
か
れ
た
戸
籍
を
含
む
）

・
戸
籍
（
除
籍
）
記
載
事
項
証
明
書

●
通
知
す
る
内
容

・
交
付
年
月
日

・
交
付
し
た
証
明
書
の
種
別
お
よ
び
通
数

・
交
付
請
求
者
の
種
別
（
代
理
人
、
代
理
人
以

外
の
第
三
者
）

●
登
録
申
し
込
み
に
必
要
な
も
の

①
本
人
通
知
制
度
事
前
登
録
申
込
書

②
本
人
確
認
が
で
き
る
も
の
（
運
転
免
許
証
、

旅
券
、
顔
写
真
付
き
住
基
カ
ー
ド
な
ど
）

※
代
理
人
に
よ
る
申
請
の
場
合
、
①
＋
②
（
代

理
人
の
も
の
）
＋
委
任
状
が
必
要
で
す

●
登
録
受
付
窓
口

　

市
民
課
ま
た
は
各
支
所
地
域
振
興
課
市
民
生

活
室

●
受
け
付
け
開
始
日

　

８
月
１
日
㈮

●
登
録
期
間

　

5
年
間

　

※
期
間
満
了
３
か
月
前
か
ら
継
続
の
申
し
込

み
が
で
き
ま
す

●
そ
の
他

・
登
録
申
込
書
は
、
７
月
15
日
㈫
か
ら
登
録
受

付
窓
口
に
設
置
し
ま
す
。
ま
た
市
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

・
市
外
に
住
ん
で
い
る
人
や
病
気
な
ど
の
や
む

を
得
な
い
事
情
の
あ
る
人
は
、
郵
送
で
の
申

し
込
み
も
で
き
ま
す
。

●
問
い
合
わ
せ

　

市
民
課
市
民
年
金
室

　

☎
53
‐
２
１
１
１

　

（
内
線
２
８
２
）

　
住
民
票
の
写
し
や
戸
籍
謄
抄
本
な
ど
の
証
明
書
を
第
三
者
に
交
付
し
た
と
き
は
、事
前

に
登
録
さ
れ
た
人
に
対
し
て
交
付
し
た
事
実
を
通
知
す
る「
住
民
票
の
写
し
等
の
第
三
者

交
付
に
係
る
本
人
通
知
制
度
」を
８
月
１
日
か
ら
開
始
し
ま
す
。

　
全
国
的
に
、偽
造
請
求
書
を
使
用
し
て
、住
民
票
の
写
し
や
戸
籍
謄
抄
本
な
ど
を
不
正

に
取
得
す
る
事
件
が
発
生
し
て
お
り
、
本
制
度
に
よ
り
こ
の
よ
う
な
不
正
取
得
の
抑
止

や
、個
人
の
権
利
侵
害
を
防
止
す
る
効
果
が
期
待
さ
れ
ま
す
。（
登
録
者
に
交
付
の
可
否
を

確
認
し
た
り
、第
三
者
に
交
付
が
で
き
な
い
よ
う
に
す
る
制
度
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。）

住
民
票
の
写
し
な
ど
を
第
三
者
に
交
付
し
た
こ
と
を
本
人
に
通
知
し
ま
す

市民年金室　米森

受け付けは、

８月１日㈮からです。

本人通知制度の流れ

登録者

市民課・各支所地域振興課

住民票の写しなどの証明書の請求者
（第三者※）

※�第三者とは、本人の代理人や弁護士、司法書士
などで、第三者からの証明書の請求と交付は、

法令に基づいて行われています

①
事
前
登
録

②�

証
明
書
の

請
求

④�

交
付
し
た
事

実
を
通
知

③�

証
明
書
の

交
付


